
○
文
化
財
保
護
法
（昭
和
２
５
年
法
律
第
２
１
４
号
）
よ
り
該
当
部
分
抜
粋 

 
（地
方
文
化
財
保
護
審
議
会
） 

第
百
九
十
条 

都
道
府
県
及
び
市
町
村
（いず
れ
も
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ

る
も
の
を
除
く
。）
の
教
育
委
員
会
に
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
文
化

財
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
地
方
文
化
財
保
護

審
議
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

特
定
地
方
公
共
団
体
に
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
文
化
財

保
護
審
議
会
を
置
く
も
の
と
す
る
。 

３ 

地
方
文
化
財
保
護
審
議
会
は
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
教
育
委
員
会
の

諮
問
に
応
じ
て
、
文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
調

査
審
議
し
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
て
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の

教
育
委
員
会
に
建
議
す
る
。 

４ 

地
方
文
化
財
保
護
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
条

例
で
定
め
る
。 


